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国立大学法人旭川医科大学事業報告書  

 

「Ⅰ はじめに」 

 国立大学法人旭川医科大学（以下「本学」という。）は、医療の質の向上、地域医療

への貢献、国際社会、特に発展途上国等への支援を推進するため、豊かな人間性と高い

倫理観を持ち、多様な資質を有する医療職者の育成と同時に、国際的視野に立って生命

科学に関する先端的な研究を推進し、高度な研究能力を持つ研究者の育成という、極め

て高い教育理念、教育目標を掲げており、その役割を果たすため、学長の強いリーダー

シップの下、教職員が一丸となって取り組んでおります。 

平成２５年度事業において、教育面では、医学科に新たなアウトカム基盤型教育体制

を構築し、国際基準に基づく医学教育認証評価にも対応するため、次期カリキュラムの

早期構築に向けた検討を開始し、地域に貢献する医療人を志す学生に、地域医療を学ぶ

場を提供し、職業観の自覚を促すことを目的とした、「高大病連携によるふるさと医療

人育成の取組事業」を推進しました。また、昨年度より改修を行っていた、講義実習棟

及び臨床講義棟が竣工したことにより、入学定員の増加への対応と老朽化していた学習

環境の大幅な改善が行われました。なお、今年度においては、図書館の混雑緩和、グル

ープ学習スペースの設置、書庫の狭溢化の解消等、学生の主体的な学習を促すことを目

的とし増築工事を着工しており、平成２６年８月の完成を予定しております。  

研究面では、教育研究推進センターを中核とした学内研究を、学長裁量経費「独創性

のある生命科学研究」により推進しており、本学が重点的に取り組むべき領域・分野に

関してプロジェクト型研究を募ることで、学内研究を奨励しました。 

診療面では、世界水準を目指した先進的な医療を実現するために、医療機器を導入し、

効果的な病院運営と機能強化に向けた診療体制を構築すべく、医療従事者の増員を図り

つつ、就労環境の改善にも努めた結果、附属病院収益及び手術件数は過去最大となりま

した。また、地域医療を担う基幹病院の責務として、道北ドクターヘリ事業の協力病院

として救急医療活動を行い、地域住民向けの無料派遣講座においても積極的に開講する

ことにより、健康増進・生活の質の向上など、地域貢献・医療の普及活動にも努めてお

ります。また、国際貢献においては、ベトナム社会主義共和国における長年の医療援助

活動に対して、同政府から顕彰及び盾・賞状の授与を受けました。将来においても、国

際社会の発展に寄与する医師及び看護師を養成するために「学生海外留学助成事業」制

度を設け、学生への支援も行っております。本学の特色でもある、地域間医療格差の是

正を目的とした遠隔医療事業においては、双方向医療教育講演「北海道メディカルミュ

ージアム」を継続して開催し、また、過去の講演のライブラリ化を行いました。 

管理・運営面において、本学は平成２５年１１月５日に開学４０周年を迎え、昭和

４８年１１月５日に国立の新設医科大学の第一号として開学し、「地域医療に根ざした

医療、福祉の向上」を旗印に、以来４０年間、地域はもとより、国内外の医療機関、研

究機関、行政機関など幅広い分野へと活動の範囲を広げてきました。この歩みをさらな

る未来へとつなぐため、「開学４０周年記念行事」として、多数のご来賓方のご臨席の

もと、記念行事等を挙行しました。また、業務・運営の改善として、教員評価の結果を

賞与（勤勉手当）に反映させると伴に、教員の再任審査にも反映させ、教員組織の活性
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化を促すこととしました。  

財務面では、全学一丸となっての努力の結果、附属病院収益は過去最高の１８４億

８千４百万円となり、前年度比で３億９千７百万円の増となっております。また一方で

診療経費においても過去最大の１２９億５千７百万円となり、前年度比で６億８千５百

万円の増となっております。経費削減取組としまして、これまでの取組み（事務用図書

の購入見直し、業務請負契約の契約期間の複数年化、照明のＬＥＤ化や人感センサーの

設置、太陽光発電システムの運用、節電協力要請など）に加え、北海道内の国立大学等

と連携し、スケールメリットを活かした共同調達を行い、また、医療材料の購入価格を

全学を挙げて見直す等、費用の削減・在庫の縮減に効果を得られました。しかしながら

光熱水費の上昇・建物や医療機器等の老朽化対応に苦慮した結果、経常収益・経常費用

ともに過去最大の金額となり、臨時利益・臨時損失を含め、当期総損失は４億６百万円

となっております。 

 

「Ⅱ 基本情報」 

１．目標 

 本学の中期目標は、以下のとおりであります。 

１．高い生命倫理観を持ち、高度な実践的能力を有する医療職者を養成する。 

２．国際的視野に立って重点領域分野の研究を定め積極的に支援するとともに、若手

  研究者などの先端的な研究シーズの育成に努める。 

３．大学と地域社会や国際社会との連携を図り、社会に開かれた大学を目指す。また 

、産学官連携による共同研究等を推進する。 

４．地域の基幹病院として地域医療の先導的役割を果たすとともに、先端的医療の 

開発･提供並びに高次診療及び救急診療体制等の充実を図る。  

５．病院収入をはじめ自己財源の確保・拡充による財政基盤の安定化に努め、健全な

  大学運営を行う。 

 

２．業務内容 

本学は、次の業務を行います｡ 

１．旭川医科大学を設置し、これを運営すること。 

２．学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行う  

こと。 

３．国立大学法人旭川医科大学以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研

究の実施その他の国立大学法人旭川医科大学以外の者との連携による教育、研究及

び診療活動を行うこと。 

４．公開講座の開設その他学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

５．旭川医科大学における研究の成果を普及し、及びその活動を促進すること。 

６．当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政

令で定めるものを実施する者に出資すること。 

７．前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 
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３．ミッションの再定義（「ミッションの再定義」とは、各国立大学と文部科学省が意見

交換を行い、研究水準、教育成果、産学連携等の客観的データに基づき、各大学の強み・

特色・社会的役割を整理したものです。今後、大学の強みや特色を伸ばし、その社会的役

割を一層果たしていくため、機能強化を図っていきます。） 

 本学のミッションは、以下のとおりであります。 

１．医学系分野 

○ 旭川医科大学の建学の理念に基づき、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に 

貢献する医師・研究者等の養成を積極的に推進する。特に、道内の高校や医療機

関と連携し、地域医療に対する強い意欲・使命感を持った学生の積極的な受入れ  

を推進する。 

○ 北海道の医療支援の実績から発展した遠隔医療の研究、高齢化に対応した脳機 

能医工学研究の推進等、地域特性に対応した様々な研究を始めとする研究の実績

を活かし、先端的で特色ある研究を推進し、新たな医療技術の開発や医療水準の

向上を目指すとともに、次代を担う人材を育成する。 

○ 橋渡し研究支援拠点として、基礎研究成果の臨床への応用を強力に推進するこ 

とにより研究成果の実用化を図り、日本発のイノベーション創出を目指す。 

○ 北海道と連携し、道内の地域医療を担う医師の確保及びキャリア形成を一体的 

に推進し、広大な北海道の医師偏在の解消に貢献する。 

○ 地域がん診療連携拠点病院、救命救急センター、地域周産期母子医療センター、 

地域災害拠点病院等として、地域医療の中核的役割を担う。 

２．保健系分野（看護学・医療技術学、学際・特定） 

  ○ 旭川医科大学の建学の理念に基づき、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に 

寄与するため、豊かな人間性と思考力、高い倫理感を有する看護職を育成する。 

特に、臨地実習までの学習成果を確認し客観的臨床能力試験（ OSCE）を導入する 

とともに能動的学修空間を整備するなど、学生の意欲に応えるため、教育内容や 

学修環境を充実させ、教育効果を高める。 

  ○ がん看護専門看護師を始め急激な高齢化に対応した高度専門的人材や指導的 

な人材を育成するとともに、看護職の復職支援等によって看護師不足に対応し、

道北・道東を始めとする地域の医療へ貢献する。 

〇 遠隔看護の研究等の取組を活かし、広大かつ厳しい気候条件にある道北・道東 

を始めとする地域の住民の健康保持に貢献する。発展途上国の保健行政・母子保

健における医療人材の育成の取組を活かし、国際性豊かな医療人を育成し、国際

社会への貢献を目指す。 

 

４．沿革 

昭和４７年 ７月 １日 旭川医科大学創設準備室設置 

昭和４８年 ９月２９日 旭川医科大学設置 

（旭川医科大学創設準備室廃止） 

昭和５０年 ４月 １日 附属病院創設準備室設置 

昭和５１年 ５月１０日 医学部附属病院設置 

            （附属病院創設準備室廃止） 
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平成 ８年 ４月 １日 医学部看護学科設置 

平成１２年 ４月 １日 大学院医学研究科を大学院医学系研究科に改称 

      ４月 １日 大学院医学系研究科に修士課程看護学専攻を設置 

平成１６年 ４月 １日 国立大学法人旭川医科大学発足 

            アドミッションセンターを入学センターに改組 

 

平成１７年 ８月 １日 医学部附属病院検査部、輸血部を臨床検査･輸血部に統合 

１１月 １日 医学部附属病院を旭川医科大学病院に変更 

１１月 ７日 病院点滴センター設置 

平成１８年 １月 １日 病院地域医療総合センター設置 

 ４月 １日 医学科基礎医学1大講座及び12講座を5大講座及び4講座に、 

            臨床医学19講座を2大講座及び14講座に再編 

            病院光学医療診療部設置 

            病院理学療法室を理学療法部へ改組 

１１月 ８日 教育センター設置 

平成１９年 １月 １日 病院感染制御部設置 

 ５月 １日 病院腫瘍センター設置 

平成２０年 ２月１３日 病院診療技術部設置 

 ５月１５日 病院呼吸器センター設置 

平成２１年 ７月 ８日 病院緩和ケア診療部設置 

 ８月 １日 病院栄養管理部設置 

 ９月 ９日 臨床シミュレーションセンター設置 

１２月 ９日 病院入退院センター設置 

平成２２年 ２月１７日 地域医療教育学講座設置 

 ３月２４日 脳機能医工学研究センター設置 

 ４月 １日 復職･子育て･介護支援センター (二輪草センター)設置 

 ４月２１日 知的財産センター設置 

１０月 １日 病院救急部を救命救急センターへ改組 

平成２３年 ４月 １日 教育研究推進センター設置 

            動物実験施設、実験実習機器センター、放射性同位元素研究  

施設を教育研究推進センターの技術支援部に改組 

平成２３年 ５月 １日 病院リハビリテーション科設置 

１１月 １日 病院乳腺疾患センター設置 

       病院理学療法部をリハビリテーション部に改称 

平成２４年１０月 １日 地域がん診療連携講座設置 

１１月１４日 病院透析室を透析センターに改組 
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５．設立根拠法 

 国立大学法人法（平成15年法律第112号） 

 

６．主務大臣（主務省所管局課） 

 文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 

 

７．組織図 

 

 

学生支援課

学長政策推進室
教　務　部 図書館情報課

監　査　室
入　試　課

学内共同利用施設 総　務　部 施　設　課

経営企画課

事　務　局 病院事務部
医療支援課

教育研究推進ｾﾝﾀｰ 臨床ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 企画評価課

保健管理センター
復職・子育て・介護支援

センター
会　計　課

脳機能医工学研究
センター

放射性同位元素技術
支援部門

診療技術部

知的財産センター 情報基盤センター 総　務　課

入学センター 動物実験技術支援部門 薬　剤　部
監　　事

教　授　会 教育センター
実験実習機器技術

支援部門
看　護　部

大　学　院 医学系研究科 医療安全管理部

経営協議会 図　書　館 感染制御部

診療科（27診療科）
学　　長 病　　院

学長補佐 中央診療施設等（19施設）

理　　事

教育研究評議会
寄附講座（7講座）

大学運営会議 看護学科 看護学講座

一般教育 11学科目
役　員　会

副　学　長 医　学　部 医　学　科 基礎医学講座（9講座）
学長選考会議

臨床医学講座（18講座）
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８．所在地 

 北 海 道 旭 川 市  

 

９．資本金の状況 

 １，０２７，９４８，５７５円（全額 政府出資） 

 

１０．学生の状況 

 総学生数     １，１１０人 

  学部学生             ９５７人 

  修士課程              ４７人 

  博士課程             １０６人 

 

１１．役員の状況 

役職 氏名 任期 経歴 

学長 吉田 晃敏 平成19年7月1日 

～平成27年6月30日 

昭和63年 4月 旭川医科大学医学部 

助教授 

平成 4年 7月 旭川医科大学医学部 

教授 

平成19年 7月 現職 

理事 

(医療・地域

医療担当) 

松野 丈夫 平成19年7月1日 

～平成26年6月30日 

昭和63年 4月 北海道大学医学部 

       助教授 

平成 9年 2月 旭川医科大学医学部 

       教授 

平成19年 7月 現職 

理事 

(教育・研究

・評価担当) 

飯塚  一 平成23年4月1日 

～平成26年6月30日 

昭和57年 4月 旭川医科大学医学部 

 講師 

昭和61年 8月 旭川医科大学医学部 

       教授 

平成23年 4月 現職 

理事 

(地域連携・ 

社会貢献担当) 

〔非常勤〕 

竹中 英泰 平成17年4月1日 

～平成27年6月30日 

現 旭川大学名誉教授 

監事 宮森 雅司 平成22年4月1日 

～平成26年3月31日 

平成22年 3月 旭川市役所退職 

平成22年 4月 現職 

監事 

〔非常勤〕 

髙野 一夫 平成24年4月1日 

～平成26年3月31日 

現 髙野公認会計士事務所長 

（公認会計士・税理士） 
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１２．教職員の状況 

 教員   ４２６人（うち常勤３０９人、非常勤１１７人） 

 職員 １，５０９人（うち常勤９３５人、非常勤５７４人） 

 （常勤教職員の状況） 

  常勤教職員は前年度比で２７人（２.２％）増加しており、平均年齢は３７．８歳 

（前年度３８．０歳）となっております。このうち、国からの出向者は０人、地方公共

団体からの出向者は０人、民間からの出向者は０人です。 

 

 

「Ⅲ 財務諸表の概要」 

 

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。） 

 
 
１．貸借対照表 
（ http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/zaimu25.pdf） 

（単位：百万円） 
（単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。以下同じ。）  

 
資産の部 

 
金額 

 
負債の部 

 
金額 

 
固定資産 
 有形固定資産 
  土地 
   減損損失累計額 
  建物 
   減価償却累計額等 
  構築物 
   減価償却累計額等 
  工具器具備品 
   減価償却累計額等 
 その他の有形固定資産  
 その他の固定資産 
 
流動資産 
 現金及び預金 

その他の流動資産 
 
 
 
 
 
 
 

 
24,389 
24,090 
4,659 

－  
22,542 

△ 12,821 
464 

△ 273 
19,351 

△ 12,051 
2,221 

298 
 

5,293 
1,609 
3,684 

 
 
 
 
 
 
 

 
固定負債 
 資産見返負債 
 センター債務負担金 
 長期借入金 
 引当金 
  退職給付引当金 
  その他の引当金 
 その他の固定負債 
流動負債 
 運営費交付金債務 
 その他の流動負債 

 
18,622 
3,915 
7,556 
3,947 

226 
226 
－  

2,977 
7,437 

273 
7,164 

 
負債合計 

 
26,059 

 
純資産の部 

 
 

 
資本金 
 政府出資金 
資本剰余金 
利益剰余金（繰越欠損金） 
その他の純資産 

 
1,028 
1,028 

998 
1,597 

－  
 
純資産合計 

 
3,623 

 
資産合計 

 
29,682 

 
負債純資産合計 

 
29,682 
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２．損益計算書 
（ http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/zaimu25.pdf） 

                         （単位：百万円） 
 
 

 
金額 

 
経常費用（A） 

 
2 6,494 

 
 業務費 
  教育経費 
  研究経費 
  診療経費 
  教育研究支援経費 
  人件費 
  その他 
 一般管理費 
 財務費用 
 雑損 

 
2 5,913 

603 
1,124 

1 2,957 
113 

10 ,804 
312 
311 
266 

4 
 
経常収益(B) 

 
2 6,215 

 
 運営費交付金収益 
 学生納付金収益 
 附属病院収益 
 その他の収益 

 
5,037 

640 
18, 484 
2,054 

 
臨時損益(C) 

 
△ 127 

 
目的積立金取崩額(D) 

 
－  

 
当期総利益（当期総損失）（B-A+C+D） 

 
△ 406 

 

 
３．キャッシュ・フロー計算 
（ http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/zaimu25.pdf） 
                            （単位：百万円） 

 
 

 
金額 

 
Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 

 
2,421 

 
 人件費支出 
 その他の業務支出 
 運営費交付金収入 
 学生納付金収入 
 附属病院収入 
 その他の業務収入 

 
△ 11,055 
△ 12,386 

5,172 
616 

18,417 
1,658 

 
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) 

 
△ 2,131 

 
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) 

 
△ 2,148 

 
Ⅳ資金に係る換算差額(D) 

 
－  

 
Ⅴ資金増加額（又は減少額）（E=A+B+C+D） 

 
△ 1,858 

 
Ⅵ資金期首残高(F) 

 
3,467 

 
Ⅶ資金期末残高（G=F+E） 

 
1,609 
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４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

（ http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/zaimu25.pdf） 

（単位：百万円）     

 
 

 
 金額 

 
Ⅰ業務費用 

 
6,256 

 
 損益計算書上の費用 
 （控除）自己収入等 

 
26,621 

△ 20,366 
 
（その他の国立大学法人等業務実施コスト） 
Ⅱ損益外減価償却相当額 
Ⅲ損益外減損損失相当額 
Ⅳ損益外利息費用相当額 
Ⅴ損益外除売却差額相当額 
Ⅵ引当外賞与増加見積額 
Ⅶ引当外退職給付増加見積額 
Ⅷ機会費用 
Ⅸ（控除）国庫納付額 

 
 

375 
－  
1 
0 

45 
△ 336 

12 
－  

 
Ⅹ国立大学法人等業務実施コスト 

 
6,352 

 

 

５．財務情報 

(1) 財務諸表の概況  

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）  

ア．貸借対照表関係 

（資産合計） 

平成２５年度末現在の資産合計は前年度比１億８千万円（０.６％）（以下、

特に断らない限り前年度比・合計）増の２９６億８千２百万円となっている。 

主な増加要因としては、工具器具備品が病院情報システムのリース導入等に

より、２２億４千５百万円（４４.４％）増の７２億９千９百万となったことが

挙げられる。 

また、主な減少要因としては、現金及び預金が平成２５年３月完成の建物に

係る未払金支出等により、１８億５千８百万円（５３ .６％）減の１６億９百万

円となったこと、建物が減価償却等により、４億６千万円（４.５％）減の９７

億２千万円となったことが挙げられる。 

 

（負債合計） 

平成２５年度末現在の負債合計は３億６千５百万円（１.４％）増の２６０億

５千９百万円となっている。主な増加要因としては、その他の固定負債に含ま

れる長期未払金（リース債務）及びその他の流動負債に含まれる一年以内支払

リース債務が病院情報システムのリース導入等により、それぞれ２３億４百万

円（４８５.３％）増の２７億７千９百万円及び２億６千万円（４９.０％）増

の７億９千万円となったことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、国立大学財務・経営センター債務負担金及び
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長期借入金が償還により、８億７千７百万円（１０.４％）減の７５億５千６百

万円及び３億１千４百万円（７.４％）減の３９億４千７百万円となったこと、

その他の流動負債に含まれる未払金が平成２５年３月完成の建物に係る未払金

等の減少により、１０億４千５百万円（２４.３％）減の３２億６千万円となっ

たことが挙げられる。 

（純資産合計）  

平成２５年度末現在の純資産合計は１億８千５百万円（４.９％）減の３６億

２千３百万円となっている。主な増加要因としては、資本剰余金が講義実習棟

改修工事等により、２億２千万円（２８.３％）増の９億９千８百万円となった

ことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、利益剰余金が当期総損失補てんの為の取崩し

により、４億６百万円（２０.２％）減の１５億９千７百万円となったことが挙

げられる。 

 

イ．損益計算書関係 

（経常費用） 

平成２５年度の経常費用は９億２千２百万円（３ .６％）増の２６４億９千 

４百万円となっている。 

主な増加要因としては、診療経費が手術件数・外来患者数の増加に伴う材料

費の増、医療機器等の更新に伴う減価償却費の増、光熱水費単価の上昇等によ

り、６億８千５百万円（５.６％）増の１２９億５千７百万円となったこと、教

育経費が補助金を財源とした機器の導入経費や学生生活支援のための奨学費の

増により、９千４百万円（１８.４％）増の６億３百万円となったこと、職員人

件費が研修医や定数外看護師の増員により、７千５百万円（１ .０％）増の

７３億６千万円となったことが挙げられる。 

 

（経常収益） 

平成２５度の経常収益は３億５千８百万円（１.４％）増の２６２億１千５百

万円となっている。 

主な増加要因としては、附属病院収益が手術件数・外来患者数の増、ＩＣＵ

増床に伴う特定集中治療室管理料の特定入院料加算取得等により、３億９千 

７百万円（２.２％）増の１８４億８千４百万円となったことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、運営費交付金が「国家公務員の給与の改定及

び臨時特例に関する法律」の施行に伴う一般運営費交付金の減額等により、 

７千９百万円（１.５％）減の５０億３千７百万円となったことが挙げられる。 

 

（当期総損益）  

上記、経常損益及び、臨時損失として新規着工工事に伴う建物等の解体撤去

費等９千５百万円、その他臨時損失３千３百万円を計上した結果、平成２５年

度の当期総損益は５億５千９百万円（３６４.２％）減の△４億６百万円となっ
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ている。 

 

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係 

（業務活動によるキャッシュ・フロー）  

平成２５年度の業務活動によるキャッシュ・フローは、７億９千２百万円 

（２４.６％）減の２４億２千１百万円となっている。 

主な増加要因としては、附属病院収入が４億２千５百万円（２ .４％）増の 

１８４億１千７百万円となったことが挙げられる。 

主な減少要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が４億

７千４百万円（４.１％）増の△１１９億８千６百万円となったこと、人件費支

出が４億７千２百万円（４.５％）増の△１１０億５千５百万円となったこと、

運営費交付金収入が１億４千９百万円（２.８％）減の５１億７千２百万円とな

ったことが挙げられる。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

平成２５年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、７億５千１百万円 

（５４.５％）減の△２１億３千１百万円となっている。 

主な減少要因としては、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が

４億７千７百万円（２０.２％）増の△２８億４千１百万円となったこと、施設

費による収入が３億２千万円（２８.６％）減の７億９千７百万円となったこと

が挙げられる。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

平成２５年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、６億７千６百万円 

（４５.９％）減の△２１億４千８百万円となっている。 

主な増加要因としては、国立大学財務・経営センター債務負担金の返済によ

る支出が９千２百万円（８.８％）減の△９億５千万円となったことが挙げられ

る。 

主な減少要因としては、長期借入れによる収入が５億３千万円（８７.２％）

減の７千８百万円となったこと、長期借入金の返済による支出が１億２千４百

万円（６３.４％）増の△３億２千万円となったこと、ファイナンスリース債務

の返済による支出が１億３千万円（２３.０％）増の６億９千６百万円となった

ことが挙げられる。 

 

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

（国立大学法人等業務実施コスト）  

平成２５年度の国立大学法人等業務実施コストは９千２百万円（１.５％）増

の６３億５千２百万円となっている。 

主な増加要因としては、業務費用のうち損益計算書上の費用が診療経費や人

件費の増加により９億１千７百万円（３.６％）増の２６６億２千１百万円とな
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っていることに対し、控除となる自己収入等も、附属病院収益等の増加により

４億７千２百万円（２.４％）増の△２０３億６千６百万円となっており、業務

費用合計が、差引き４億４千５百万円（７.７％）増の６２億５千６百万円とな

っている。 

また、損益外減価償却相当額が５千４百万円（１２ .５％）減の３億７千

５百万円となったこと、引当外退職給付増加見積額が、３億２千５百万円 

（２，８４８．０％）減の△３億３千６百万円となったことが挙げられる。 

 

      (表) 主要財務データの経年表                       （単位：百万円） 

区分 2 1年度 2 2年度 2 3年度 2 4年度 2 5年度 

資産合計 27,662 28,056 29,247 29,502 29,682 

負債合計 24,742 24,905 26,114 25,694 26,059 

純資産合計 2,921 3,151 3,132 3,808 3,623 

経常費用 22,802 23,992 25,241 25,571 26,494 

経常収益 23,130 24,426 25,806 25,857 26,215 

当期総損益 946 355 534 154 △ 406 

業務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
3,094 2,844 4,035 3,213 2,421 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー 
△ 1,108 △ 2,430 △ 1,206 △ 1,379 △ 2,131 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
△ 1,876 △ 1,667 △ 881 △ 1,472 △ 2,148 

資金期末残高 2,410 1,157 3,106 3,467 1,609 

国立大学法人等業務実施コスト  6,000 6,369 6,343 6,260 6,352 

（内訳）       

 業務費用  5,583 5,802 6,040 5,811 6,256 

  うち損益計算書上の費用  22,802 24,104 25,433 25,704 26,621 

  うち自己収入  △ 17,219 △ 18,302 △ 19,393 △ 19,893 △ 20,366 

 損益外減価償却相当額  359 436 433 429 375 

 損益外減損損失相当額  －  －  △ 31 －  －  

 損益外利息費用相当額  －  4 1 1 1 

 損益外除売却差額相当額  －  0 －  －  0 

 引当外賞与増加見積額  11 16 △ 33 23 45 

 引当外退職給付増加見積額  31 92 △ 80 △ 11 △ 336 

 機会費用  16 18 13 8 12 

 （控除）国庫納付額  －  －  －  －  －  

(注 1) 18 年度より固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準を適用している。 
(注 2) 19 年度より国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準注解の改訂により 

国立大学法人等業務実施コスト計算書において引当外賞与増加見積額を計上して  

いる。 

(注 3) 22 年度より国立大学法人会計基準及び国立大学法人会計基準注解の改訂により 
国立大学法人等業務実施コスト計算書において損益外利息費用相当額、損益外除  

売却差額相当額を計上している。 
 

 

② セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由）  

ア．業務損益 

附属病院セグメントの業務損益は、３千万円（４.６％）減の６億２千万円と

なっている。これは、診療経費が手術件数・外来患者数の増加に伴う材料費の増、

医療機器等の更新に伴う減価償却費の増、光熱水費単価の上昇等によって、業務
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費用が７億２千８百万円（３.６％）増の２１２億３千９百万円となった一方、

運営費交付金収益が増加し、また、手術件数・外来患者数の増、ＩＣＵ増床に伴

う特定集中治療室管理料の特定入院料加算取得等による附属病院収益等の増加

に努めた結果、業務収益は６億９千８百万円（３.３％）増の２１８億５千９百

万円となったことが、主な要因である。 

大学セグメントの業務損益は５億３千４百万円（１４６ .４％）減の△８億

９千９百万円となっている。これは、教育・研究経費が光熱水費契約単価の上

昇や補助金交付事業の遂行に伴う支出、講義実習棟改修に伴う備品購入、研修

医向け貸与資金免除等によって、業務費用が１億９千４百万円（３.８％）増の

５２億５千５百万円となり、その一方で、運営費交付金収益の減少、寄附金収

益の増加によって、業務収益が３億４千万円（７.２％）減の４３億５千６百万

円となったことが、主な要因である。 

      (表 )  業務損益の経年表                            (単位：百万円 ) 

区分 2 1年度 2 2年度 2 3年度 2 4年度 25年度 

附属病院 7 2 9  9 2 5  1 , 1 7 7  6 5 0  6 2 0  

大学 △ 4 0 1  △ 4 9 1  △ 6 1 3  △ 3 6 5  △ 8 9 9  

法人共通 －  －  －  －  －  

合計 3 2 8  4 3 4  5 6 5  2 8 6  △ 2 7 9  

      

イ．帰属資産 

附属病院セグメントの総資産は１７６億９千８百万円と、前年度比１６億４千

７百万円（１０.３％）増となっている。これは、建物の減価償却が進行したこ

と、工具器具及び備品が病院情報システムや医療機器のリース導入により増加し

たこと、未収附属病院収入が増加したことが、主な要因である。また、大学セグ

メントの総資産は１０３億８千２百万円と、前年度比３億９千万円（３.９％）

増となっている。これは、建物が講義実習棟改修等により増加したことが、主な

要因である。 

      (表 )  帰属資産の経年表                      (単位：百万円 ) 

区分 2 1年度 2 2年度 2 3年度 2 4年度 2 5年度 

附属病院 1 5 , 0 6 7  1 6 , 6 1 2  1 6 , 4 4 3  1 6 , 0 5 2  1 7 , 6 9 8  

大学 1 0 , 1 9 1  1 0 , 2 8 6  9 , 7 0 7  9 , 9 9 2  1 0 , 3 8 2  

法人共通 2 , 4 0 4  1 , 1 5 7  3 , 0 9 7  3 , 4 5 9  1 , 6 0 1  

合計 2 7 , 6 6 2  2 8 , 0 5 6  2 9 , 2 4 7  2 9 , 5 0 2  2 9 , 6 8 2  

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等  

該当なし。 

 

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの）  

① 当事業年度中に完成した主要施設等  

・講義実習棟改修（取得原価 ４億７千６百万円） 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充  

特になし。 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等  
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特になし。 

④ 当事業年度において担保に供した施設等  

・土地（評価価格 ３７億３千万円、被担保債務 ７千８百万円） 

 

(3) 予算・決算の概況 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示

しているものである。 

（単位：百万円） 

区分 
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 23,962 24,913 24,578 25,793 26,162 26,893 26,734 27,429 26,341 26,973  

運営費交付金収入 

補助金等収入 

5,733 

88 

5,733 

1,116 

5,579 

150 

5,579 

827 

5,744 

301 

5,631 

343 

5,557 

461 

5,193 

472 

5,201 

331 

5,213 

499 

給与改定臨時特例法による交付額の減等による 

学生納付金収入  621  616  639  631  652  652  664  660  676  670  

附属病院収入 15,386 15,389 16,026 16,373 16,840 17,375 17,142 18,087 18,014 18,484 手術件数、特定入院料加算取得増等に
よる 

その他収入 2,134 2,059 2,184 2,383 2,625 2,892 2,910 3,017 2,119 2,107 施設整備費補助金の減、産学連携等研

究収入等の受入増による 

支出 23,962 24,760 24,578 25,984 26,162 26,764 26,734 27,406 26,341 27,576  

教育研究経費 3,557 3,664 3,692 3,561 3,647 3,611 3,579 3,547 3,759 3,753  

診療経費 15,589 15,721 16,173 16,942 17,148 17,868 17,425 18,207 17,781 18,996 附属病院収入増等による 

一般管理費 1,159  839 1,238  987 1,312 1,110 1,000 1,026  1,025 958  

その他支出 3,657 4,536 3,475 4,494 4,055 4,175 4,730 4,626 3,776 3,869 産学連携等研究費等の支出増による 

収入－支出  0  153  0 △191  0 129 0 23 0 △603  

 
 

「Ⅳ 事業の実施状況」 

(1) 財源構造の概略等 

 本学の経常収益は２６２億１千５百万円で、その内訳は、附属病院収益１８４億８千

４百万円（７０.５％(対経常収益比、以下同じ。)）、運営費交付金収益５０億３千７百

万円（１９.２％）、その他の収益２６億９千４百万円（１０.３％）となっている。 

 また、大学病院設備整備事業の財源として、（独）国立大学・財務経営センターの施

設費貸付事業により長期借入れを行った（平成２５年度新規借入れ額７千８百万円、期

末残高４３億３千９百万円（既往借入れ分を含む））。 

 

(2) 財務データ等と関連付けた事業説明 

 ア．大学セグメント 

  大学セグメントは、学部、大学院など病院以外の組織により構成されている。 

平成２５年度において、大学に関連する中期目標・計画及びミッションの下、実施

した主な事業は、以下のとおりである。 

 

【教育】 

≪質の高い教育の実施≫ 

○ 医学科卒業時における臨床能力到達度の評価手法を確立し、早期の正式導入と  

卒業要件化を実現するために、第６学年学生３９名の協力を得て、アドバンス  
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ＯＳＣＥトライアル試験を実施した。また、実施結果を踏まえ、平成２６年度は  

第６学年全員を対象として実施することを決定した。  

〇 臨床シミュレーションセンターに、心肺蘇生トレーニングシミュレーター２体、 

点滴静注シミュレーター２式を購入し、新入生ガイダンス時や各種機器操作説明  

会等において、活動内容や利用方法等を説明するなど、学生や研修医に向けた、  

同センターの積極的利用を推進した。 

≪学生への支援≫ 

○ 医学科学生に対し、経済的支援により学習に専念できる環境を整備することを

目的とし、卒業後に本学に勤務することになった場合は、返済を免除できる「医

学科学生に対する奨学資金貸与制度」を運用し、９名の学生に対して支援した。

（平成２５年度支出額：７百万円） 

○ 看護学科の学生に対する経済的な支援を行うことを目的として、本学卒業後直

ちに、本院に常勤看護師として勤務した場合は、勤務月数に相当する分の返還を

免除する奨学資金貸与制度を運用し、１７１名の学生に対して支援した。なお、

平成２５年度卒業生のうち、５７名が被貸与者で、そのうち２９名が本院に勤務

した。（平成２５年度支出額：７千２百万円） 

○ 大学院学生に対する奨学金支給制度を運用して、授業料の半額相当の奨学金を

修士課程３７名、博士課程７２名の学生に支給した。（平成２５年度支出額：  

２千４百万円） 

○ 学術振興後援資金を活用し、将来、国際社会の発展に寄与する医師及び看護師

の養成に資するために創設した助成事業を実施しており、平成２５年度は、学生

海外留学助成事業９名、留学生支援事業１名、国際学会等派遣事業１名に対して

支援を行った。（平成２５年度支出額：１百万円） 

≪安定した教育財源を基とした教育環境の整備≫ 

〇 平成２４年度国立大学改革強化推進補助金「北海道内国立大学の機能強化につ

いて」を財源とし、各々が遠隔地に位置する北海道地区７国立大学法人が連携・

協力することにより、不足する分野を補完しつつ、より多様で充実した授業の提

供を可能とし、また、効率化においても推進することを目的として、平成２５年

度においては下記のとおり整備を行った。  

・ 「双方向遠隔授業システム」を利用した教養教育の充実を図るため、単位互

換協定を締結し、平成２６年度の運用に向け、大学間遠隔授業を行うための機

器を導入した。  

・ 優秀な留学生の受入れの促進、留学生教育の質の向上を目的として、学部及

び大学院における、入学後修学に必要な素地の習熟を図るため、入学前留学生

教育プログラムを連携実施するための協定を締結した。 

・ 事務の合理化・効率化を図ることを目的とした共同処理を推進するために、

学生及び教職員を対象とした、電子メールを利用した「安否確認システム」を

導入するとともに、運用方針の策定を行った。  

≪教育環境・設備の充実≫ 

○ 講義実習棟及び臨床講義棟の改修を行い、入学定員増への対応として、講義室

の最大収容人員数を拡大し、エレベーター・スロープ・トイレ・ロッカー室等の
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改修及び視聴覚機器等の更新を行うことにより、老朽化していた学習環境の大幅

な改善を図った。  

○ 図書館において、書架の老朽化、夜間休日のセキュリティー向上を目的とし、

電動書架の更新・床補強、防犯カメラの増強を行った。また、キャンパスマスタ

ープランに基づき、知の交流スペースとしても活用できる「アクティブ・ラーニ

ング・スペース」、館内の混雑緩和、書庫の狭溢化の解消等、学生の主体的な学

習を促すことを目的として、今年度より増築工事を着工しており、平成２６年

８月の完成を予定している。  

≪社会貢献≫ 

○ 地域に貢献する医療人を志す高校生に対して、地域医療を学ぶ教育の場を提供

し、職業観の自覚を促すことを目的として、「高大病連携によるふるさと医療人

育成の取組事業」（文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム」事業から継

続実施）に取組み、道内の１１高等学校・医療機関で医療体験実習及びワークシ

ョップを実施するとともに、実習に参加した高校生、教諭、医療機関及び本学関

係者による医療体験活動報告会並びに地区別協議会を開催した。  

○  （独）科学技術振興機構「サイエンス・リーダーズ・キャンプ」が採択され、高等  

 学校理科系教員の生命科学・工学分野における知識偏重の解消を目的として、全  

国から１７名の教員が参加し、生命科学の先端技術に関する“教育者・研究者・

実践者”の３つの視点を持つ教員の育成を、体験実習により行った。 

○ （独）科学技術振興機構「サイエンス• パートナーシップ• プロジェクト」が採

択され、旭川市内の中学校・高等学校計５校・延べ７６９名を対象に、科学技術

・理科・数学に対する関心と知的探求心を育成することを目的として、実験実習

のプログラムを行い、科学技術教育のみならず、同時に医学へのキャリア教育の

普及に努めた。 

○ （独）科学技術振興機構「科学技術コミュニケーション推進事業」が採択され、地

域で実施されている科学イベント・学習プログラムについて網羅的に集積し、特に生

物系カリキュラムにおいては、教育効果をワンストップ提供するシステムの構築を行

い、地域住民、子どもに質の高い学習機会を企画した。また、地域の科学技術に関す

る理解、信頼と支持を得ることを目指すとともに、各種学習サービス提供者間のネッ

トワーク化を図り、地域の科学教育資源の有効活用や、総合的な科学技術コミュニケ

ーションの推進を図った。  

○ 国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの受託事業として、研修生を「母子保健コース」

に、８カ国から１１名を、「アフリカ地域  地域保健担当官のための保健行政コー

ス」に、８カ国から１３名を、それぞれ受け入れた。 

 

 【研究】 

 ≪研究水準及び研究成果等≫ 

○ 学長の裁量の下、外部資金獲得に繋がる、基礎・臨床等の垣根を越えた幅広い

分野の研究を助成する「独創性のある生命科学研究」及び「地域特異的疾患に関

する研究」を学内公募し、選定されたプロジェクト型研究等、全３５件に対して

総額４千万円の研究支援を行った。また、前年以前の支援研究の中から、９件の
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研究課題が平成２５年度の文部科学省科学研究費補助金の採択に繋がり、外部資

金獲得への橋渡しとなっている。  

○ 文部科学省科学研究費補助金の申請に当たり、公募要領等に関する全学説明会

を開催し、併せて「科学研究費助成事業の研究計画調書の書き方」の講習会を実

施するなど、外部資金獲得のための取組みを行った結果、平成２４年度の申請件

数２６３件・採択件数３４件を超える、申請件数２６９件・採択件数４８件とな

った。  

○  橋渡し研究加速ネットワークプログラム事業の北海道拠点として、北海道内  

３大学で構成する「北海道臨床機構（ＨＴＲ）」と本学、教育研究推進センター

とが連携することにより、重点シーズを支援する体制が強化され、平成２４年度

において４件であった研究支援件数は、８件へとその支援を更に拡大した。また、

教育研究推進センターが、シーズ発掘から外部資金の獲得、特許申請・活用支援

までを、切れ目なく支援する体制を構築したことにより、上記事業において、本

学の重点支援シーズとして、「空中超音波ドプラシステムを用いた新規尿流測定

装置の実用化」が採択され、臨床応用に向けてステージアップすることとなった。

なお、この研究は在宅で容易に尿流量が測定可能となる将来性が評価され、北海

道から「北海道科学技術奨励賞」を授与された。  

○ （独）科学技術振興機構「研究成果展開事業  研究成果最適展開支援プログラム」

に、「オオカミ尿由来の恐怖誘起物質による野生動物との共存」研究が採択され

た。  

○ 学術成果リポジトリにおける論文登録の増加を図るため、「図書館サイエンス

カフェ」を開催し、集まった約４０名の本学教員・学生に対して学術成果リポジ

トリとオープンアクセスに関する広報を行った。この結果、５８３件の論文を新

たに追加・公開することとなった。  

○ 国際的環境下での研究を通じ、新たな研究課題に取り組むリサーチマインドの

涵養や語学能力の向上等を図ることにより、将来を担う研究人材を育成するため、

若手研究者の海外派遣を推進・奨励しており、平成２５年度においては１３名の

派遣を行った。また、研究者の海外派遣に伴って、業務に支障をきたすことの無

いよう、研究休職に係る休職者の後任補充ができるよう措置を講じている。  

 

【組織運営の機能強化】 

○ 教員評価について、「教育」・「研究」・「診療」・「社会貢献・国際交流」 

及び「管理・運営」の５領域に分けて、職務特性・専門性等を考慮の上、実施し 

ており、この評価結果を、１２月期の勤勉手当に反映させるとともに、教員の再 

任審査にも反映させ、教員組織の活性化を図っている。なお、過去５年間の評価 

実績、及び、それらの過程で得られた意見等を基に、現行の評価システム全体の 

見直しを前提として検証を行い、評価結果の概要は、教授会に報告するとともに、 

本学ホームページにおいても掲載を行った。 

○ 事務組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を目的として、平成２５ 

年度から「早期退職募集制度」を導入した。今年度は、１名から早期退職の希望 

を受け、審議の結果、早期退職を承認した。また、事務職員の新たな人事評価制 
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度に、国家公務員と同様の降給制度を設けた。 

【事務等の効率化・合理化】 

○ 平成２４年度国立大学改革強化推進補助金「北海道内国立大学の機能強化につ

いて」を財源として、平成２５年度においては、北海道地区７国立大学法人が「旅

費システム」及び「電子購買システム」を共同調達することにより、事務処理の

統一化・経費の削減を図った。  

○ 複合機の調達について、北海道内５国立大学法人及び２国立高等専門学校と共

同することによりスケールメリットを活かした調達ができ、平成２４年度と比較

して、年間２２百万円、４１．２％の削減効果となった。  

 

【その他】 

○ 平成２５年１１月５日に、旭川医科大学は開学４０周年を迎え、記念行事を開

催した。旭川医科大学は、昭和４８年１１月５日、国立の新設医科大学の第一号

として開学し、「地域医療に根ざした医療、福祉の向上」を旗印に、以来４０年

間、地域はもとより、国内外の医療機関、研究機関、行政機関など幅広い分野へ

と活動の範囲を広げてきた。この歩みをさらなる未来へとつなぐため、「開学  

４０周年記念行事」として、１,８００名の定員のところ、４ ,２００名を超す申

し込みを受けた「記念講演会」の後、「記念式典」・「記念祝賀会」を挙行し、

３００名を超える多数のご来賓のご臨席のもと、４０年の足跡を振り返り、ま

た、新たなミッションを基に、地域医療を担う人材育成という原点にもう一度

立ち戻りながら、更なる教育・研究・医療の発展、意欲ある医療人の育成、社

会貢献に一層尽くす旨、意を新たにした。  

 

大学セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益２３億９千７百万円

（５５.０％（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ））、学生納付金収益  

６億４千万円（１４.７％）、寄附金収益５億６千３百万円（１２.９％）、その他の

収益７億５千６百万円（１７.４％）となっている。また、事業に要した経費は、人件

費３１億２千５百万円（５９.５％）、研究経費９億３千９百万円（１７.９％）、教

育経費５億９千万円（１１.２％）、その他の費用６億２百万円（１１.５％）となっ

ている。 

 

 

 

 イ．附属病院セグメント 

  平成２５年度においては、北海道と連携し、道内の地域医療を担う医師の確保及び

キャリア形成を一体的に推進し、広大な北海道の医師偏在の解消に貢献するとともに

、地域がん診療連携拠点病院、救急救命センター、地域周産母子医療センター、地域

災害拠点病院等として、地域医療の中核的な役割を担い、以下の事業を実施した。 
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≪大学病院に期待される医療サービスの充実≫ 

○ 世界水準を目指した先進的な医療を実現するために、医療機器を下記のとおり 

 導入した。 

・ 低侵襲、より確実な手術を実現する「遠隔操作型内視鏡下手術システム 

（daVinci）」を導入。また、本システムを利用した手術体制を確立するため、  

医師２名、看護師４名、臨床工学技士２名が他院へ出向き、実践的な研修を 

行った。 

・ より高画質でスピーディーな３Ｄ画像の構成を実現する「血管造影Ｘ線診 

断装置」を更新。 

    ・  内視鏡による患者苦痛の緩和や大腸がん検査の受診率向上を可能にする 

「大腸カプセル内視鏡システム」を導入。 

  ○ 病院長の裁量的判断において、「口腔外科用電動式骨手術器械」、「内視鏡外  

   科手術用ビデオスコープ」、「生体情報モニタ」、「外来用超音波診断装置」等 

の増設を行った。 

○ 効果的な病院運営と機能強化に向けた診療体制等の改善を、下記のとおり行っ 

た。 

・ リハビリテーション体制の強化を図るべく、言語聴覚士１名を増員 

・ 緩和ケアコンサルテーションを要する患者対応として、臨床心理士１名を 

増員 

・ 周産期に起因する重度障害児や小児がん等を抱える子を持つ親への心理的 

サポートを行うべく、臨床心理技術者１名の増員を決定 

・ 医療安全管理専任リスクマネジャーを３名体制に拡充 

・ ケースマネジメント業務の拡大に対応すべく、入退院センターを拡充 

・ 救急患者の情報（手術の有無や術式の決定）を本院搬入前に収集すべく、 

ＣＴ画像読影システムを利用した緊急時の患者情報転送システムを構築し、 

高次救急受入態勢を整備 

≪患者本位の医療の提供の推進≫ 

○ 高齢者に対するサービスの向上・診療環境整備について検討を行う「高齢者サ

ービス向上検討ワーキンググループ」を設置し、高齢者への対応等に関する講演

会を平成２５年１０月に開催し、職員の理解に寄与した。  

○  高齢者や体の不自由な方に対する院内誘導などを行う「正面玄関コンシェルジュス

タッフ」を平成２６年２月に試行配置し、患者サービスの向上を図った。  

≪医療従事者の就労支援の充実≫ 

○  平成１９年度から設置している『復職・子育て・介護支援センター（略称：  

 二輪草センター）』が主導となって、女性教員等が安心して勤務できるよう、「保  

育園の設置」、「病後児一時預かり制度」、「バックアップナースの配置」、「悩  

み相談カウンセリング」等を実施している。これらの結果、女性教員の比率が平 

成１９年度１４．８％から平成２５年度１６ .４％へと上昇し、また、看護職員の 

離職率が平成１８年度１１.０％から平成２５年度７.８％へと低下する効果が得 

られた。また、この取り組みは、外部識者からも評価を受け、北海道が顕彰して 

いる「北海道男女平等参画チャレンジ賞“輝く北のチャレンジ支援賞”」を受賞  
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した。 

≪地域医療の基幹病院としての社会貢献の推進≫ 

○ 道北ドクターヘリ事業の協力基幹病院として、平成２５年度は全４５５件の出

動のうち２３３件に、本院の医師及び看護師が搭乗し救急医療活動を行った。 

○ 臨床能力の向上に資する施設である臨床シミュレーションセンターにおいて、 

延べ１１９名の学外医療従事者に対して、各種シミュレーターの利用を開放し、

   また、道北地域の医療機関が主催する医療技能講習において、本学が保有する各

   種シミュレーターを貸与した結果、延べ２０４名が利用した。 

○ 開学４０周年を前年に控えた平成２４年度から、地域住民への日頃の感謝を込 

め、「旭川医大『３９(サンキュー)派遣講座－知っておきたい旭川医大－』」と  

して、地域高齢者の健康増進、クオリティ・オブ・ライフの向上を目的として、 

本学が参画する「旭川ウェルビーイング・コンソーシアム」との共催により、無 

料の講演会及び座談会を計３回（参加者数：４６名）開催した。また、講演期間 

中においては、保健師(看護学科教員)による電子メールや電話を用いた健康相談 

窓口を開き、参加した高齢者からの健康相談にも対応した。 

○ 旭川市との間で、地域医療における中核的なシンクタンク機能を果たし、健康 

   ・高齢化問題等の分野において相互協力すべく、包括連携協定の締結を決定した。 

○ 富良野市及び社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院との間で、地域住民 

 が健康かつ安心な生活を送ることができ、また、地域医療体制の安定的確保を目  

的として、富良野市が貸与する奨学資金制度や臨床研修等に関する協定を締結し 

た。 

  ≪地域間の医療格差是正に向けた遠隔医療の推進≫  

○ 地域住民及び医療従事者向けにインターネット回線を用いた双方向医療教育講 

演「北海道メディカルミュージアム」を平成２５年度は計６回開催し、身近な医 

療に関する情報の発信を行った。また、これまでの講演をライブラリ化した「イ 

ンターネット・カレッジ」サービスを開始し、より有効なコンテンツ活用を図っ

た。 

○ 冬期の生活における心身健康の自己増進を促すため、保健行動の実践状況を確  

認しながら、テレビ電話・電子メール等のＩＣＴ技術を活用した「テレビ電話健  

康相談」を、平成２５年度においては計５回実施した。北海道内の中・高齢者家  

庭を対象とし、冬期・遠隔地であっても、本学とつながっているという安心感が  

得られ、事故防止や健康への意識が高まる等の効果が確認された。また、テレビ  

電話活用マニュアルの整備やより利用しやすいシステム構築の必要性等の課題が  

明確となったことから、今後、改善を行うこととする。  

 ≪医療従事者等の教育・研修の充実≫ 

○ 新人看護職員の臨床研修において、北海道からの補助金も活用した事業として、 

厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン」に対応した研修を実施し、職場適

応サポートやメンタルサポート、研修責任者・教育担当者・実地指導者の役割を

明確化し、到達目標の設定及びその評価、地域からの研修受入れの実施を行って

いる。なお、新人看護職員研修については、他病院からの受入れも行っており、

平成２５年度は、計４回の研修を開催し、５医療機関、延べ５７名が参加した。 
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○ 医療技術関係職員研修や臓器移植における基礎知識と看護実践研修、透析療法 

従事研修、放射線看護課程研修等の専門的知識を習熟する研修会に積極的に参加 

させることにより、コ・メディカル職員の資質向上を図っている。なお、コ・メ 

ディカル職員の研修に係る経費は、全額、大学が負担している。（平成２５年度 

支出額：３１百万円） 

○ 特定分野において熟練した技術と知識を有していると認められた者である「認

定看護師」資格の取得費用を大学が積極的に支援し、また、それらの認定看護師

による生涯教育講演会を、平成２５年７月に「リハビリテーションとしての口腔

ケア」（参加者：学内４３名、学外２２名）と同１０月に「在宅療養へ向けた早

期からの看護支援」（参加者：学内９０名、学外５名）と題して開催し、地域医

療従事者に対する職業能力の向上に努めた。（認定看護師：１３分野・１９名、

認定看護管理者：２名が在籍） 

 ≪業務運営の改善及び効率化≫ 

  ○ 平成２５年度の手術件数は、過去最高であった平成２４年度７，１０５件を上

回る７，２７０件となり、手術全身麻酔件数においても、昨年度の４，２３２件

を上回る４，２６８件となった。なお、この件数は、平成２４年度の国立大学病

院評価指標において、病床１００床当たりの件数としては、国立大学病院全４２

病院中、１位の数字であり、これは増収に弛まぬ努力の成果である。 

○ 「病院長ヒアリング」を行い、診療科ごとに目標値を設定し、その目標達成に  

 向けての要因分析や経営意識向上を目的とした講演会を開催する等の結果、目標   

請求額及び前年度実績に比して、大幅な増加につながった。 

○ 医療材料に係る効率化・費用削減を目的とした、ＬＣＯ（ロー・コスト・オペ 

 レーション）プロジェクトを立ち上げた。経営コンサルタントを導入し、現状把 

握及び分析を行うとともに、納入業者に対する説明会の開催等を行った。また、 

医療材料の統一化及び後発医薬品への切り替えなどに取り組むなどの結果、半年 

間で、医療材料１４百万円、医薬品２３百万円の費用削減となった。また、職員 

意識の啓発にもつながり、期限切れ材料の廃棄ロスも減少した。 

○ 医師等の業務負担軽減として、祝祭日においても対応可能な病棟クラークを増 

員した。また、平成２４年度から指定を受けた、厚生労働省が推進する「看護師

特定行為・業務施行事業」を継続して行うことで、医師の負担軽減及び診療効率

の向上を図っている。 

○ 平成２４年度末に行った自己点検・評価を基に、自己評価が高かった部署の取 

 組みを他部署においても広めるべく、当該事例を広報誌「旭川医大病院ニュース」 

に掲載し、周知・啓発を行った。また、自己評価の低い部署においては、その要 

因及び改善策を提出するよう指導を行った。 

- ≪国際交流・貢献≫ 

○ 平成１９年以降、継続して行っている、ベトナム社会主義共和国ベンチェ省で 

 の口唇口蓋裂手術等の医療援助活動に、平成２５年度においても、歯科口腔外科 

医・麻酔科医及び手術部看護師の各１名と学生ボランティア２名が参加した。  

この長年の活動に対して、ベトナム社会主義共和国政府から本学医療従事者へ 

日越国交樹立４０周年に際し、顕彰及び盾・賞状の授与が行われた。なお、学生 
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の参加には、本学「学部学生海外活動助成制度」から助成を行っている。 

≪その他≫ 

○ 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会からの要請により、東日本大震

災による被災地である茨城県北茨城市立総合病院及び福島県甲状腺検査に、平成

２５年６月から平成２５年１０月にかけて、１週間単位で医師２名を派遣し、医

療支援活動を行った。 

 

附属病院セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益２６億４千万円

（１２.１％（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ））、附属病院収益

１８４億８千４百万円（８４.6％）、受託研究等収益１億１千６百万円（０.５％）、

その他の収益６億２千万円（２.９％）となっている。また、事業に要した経費は、診

療経費１２９億５千７百万円（６１.０％）、人件費７６億８千万円（３６.２％）、

借入金に係る支払利息２億１千２百万円（１．０％）、その他の費用３億９千１百万

円（１．８％）となっている。この結果、業務損益は、６億２千万円の利益を生じて

いるが、附属病院セグメント情報では、資産の減価償却年限と借入金返済期間との相

違等から実際に使用可能な予算（現金）との間には、ズレが生じている状況である。 

附属病院セグメントの情報は以上のとおりであるが、この情報を基に、附属病院に

おける期末資金の状況を示すために、非資金取引情報（減価償却費、資産見返負債戻

入等）を控除し、資金取引情報（固定資産の取得に伴う支出、借入金の収入、借入金

返済の支出、リース債務返済の支出等）を加算し調整すると、下表に示す「附属病院

セグメントにおける収支の状況」となり、収支合計は９億２千８百万円である。 

しかしながら、これは簡易的に現金収支の状況を表したものであって、附属病院自

体の現金収支を表すものではなく、下表「附属病院収入」のうち、それに係る未収入

金の期首・期末差額として６千７百万円、「人件費支出」のうち、退職給付引当金繰

入等の翌期以降に使途が特定された資金△１億７千９百万円、全学共通分として病院

収入を財源として大学経費に充てられた資金として△４億５千万円。以上を合計する

と、△５億６千２百万円となり、「附属病院セグメントにおける収支の状況」におけ

る収支合計９億２千８百万円と足し合わせると、実質の現金収支は３億６千６百万円

であると思料される。  

平成２５年度においては黒字となっており、この内訳としては、「業務活動」にお

いて、前年度比３億７千万円の増となり、これはＩＣＵ増床等による加算取得に努め、

同規模病院においては屈指の手術件数を数えたためであり、一方においては、光熱水

費の契約単価引上げに伴い、前年度比１億１千９百万円の増となり、また、医療従事

者の努力も限界に近づいていることから、次年度における手術件数は横ばいでの推移

を予想している。また、「投資活動」においては、前年度比７億４千７百万円の減と

なっているが、これは借入れを控え、病院情報システム等の高額な機器をリース契約

により導入したためである。それは「財務活動」において示されており、借入金収入

の減・リース債務支出の増等の結果、前年度比７億４千６百万円の増となっている。

これは、設備マスタープランを基に、限られた財源の中において老朽化が目立つ必要
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最低限の医療機器に対して導入及び更新を行ったものであり、実際には「必要最低限

度の運営をせざるを得ない。」といった厳しい財政状況であった。 

平成２６年度以降も補修等による医療機器の維持を行うなど現有機器の有効活用を

図るほか、建物においては、空きスペースとなった旧病院食堂跡を外来スペースへと

改修（１億４千２百万円[見込]）することにより、病院機能の維持・向上、受入患者

数増加による増収を計画している。その一方で、診療報酬改定の影響や消費税増税に

よる診療経費の負担増(２億９千３百万円、平成２５年度費用を基に算出)が予想され

ているほか、電気料金をはじめとする光熱水費の使用料単価値上げによる負担増も確

実である。また、医学部を抱える単科大学としては、授業料収入と他の雑収入のみで

は、大学単体での経営は到底成り立たず、これからも病院収入を財源とした運営を続

けざるを得ないなど、今後も懸念される要素は山積している。 

このような状況を踏まえ、病院機能の維持向上・強化を図り、「地域医療の中核的

役割を担う大学病院」としての使命を果たすため、今後、必要な財源をいかにして獲

得していくかが、大きな課題である。  

 

    附属病院セグメントにおける収支の状況 

    （平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）   （単位：百万円） 

 金額  

Ⅰ業務活動による収支の状況 (A) 3,447 

 人件費支出  

 その他の業務活動による支出  

 運営費交付金収入  

  附属病院運営費交付金  

  特別運営費交付金  

  特殊要因運営費交付金  

  その他の運営費交付金  

 附属病院収入  

 補助金等収入  

その他の業務活動による収入  

△ 7,457 

△ 10,645 

2,816 

- 

561 

238 

2,017 

18,484 

106 

144 

Ⅱ投資活動による収支の状況 (B) △ 396 

 診療機器等の取得による支出  

 病棟等の取得による支出  

 無形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産及び無形固定資産売却による収入  

 施設費による収入  

 その他の投資活動による支出  

 その他の投資活動による収入  

利息及び配当金の受取額  

△ 334 

△ 113 

△ 11 

- 

62 

- 

- 

- 

Ⅲ財務活動による収支の状況 (C) △ 2,081 
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 借入れによる収入  

 借入金の返済による支出  

 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出  

 リース債務の返済による支出  

 その他の財務活動による支出  

その他の財務活動による収入  

利息の支払額  

78 

△ 320 

△ 950 

△ 627 

- 

- 

△ 262 

Ⅳ収支合計 (D=A+B+C) 969 

Ⅴ外部資金を財源として行う活動による収支の状況 (E) △ 41 

受託研究及び受託事業等の実施による支出  

 寄附金を財源とした活動による支出  

 受託研究及び受託事業等の実施による収入  

 寄附金収入  

△ 157 

△ 43 

116 

43 

Ⅵ  収支合計 (F=D+E) 928 

     

(3) 課題と対処方針等 

 

 本学では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費の節減に努めるとともに、外

部資金及び自己収入の獲得に努めている。 

今年度においては、経費節減・外部資金の獲得・附属病院収入の増加等に大学一丸

となって取り組んだものの、経常収益・経常費用ともに過去最大となり、その結果と

して、臨時利益・臨時損失を含めた当期総損失は４億６百万円となった。これは、建

物・医療機器等の老朽化、教育分野における必要最小限の改修、それに伴う設備・備

品の購入、光熱水費の上昇等が理由であり、その対応に苦慮しつつも、国立大学法人

の使命を果たすためには、やむを得ず生じた結果である。 

経費の削減については、これまでの取組み（事務用図書の購入見直し、業務請負契

約の契約期間の複数年化、照明のＬＥＤ化や人感センサーの設置、太陽光発電システ

ムの運用、職員宛電子メールでの節電注意喚起 等）に加え、北海道内の国立大学等

と連携することにより、スケールメリットを活かした共同調達を行い、また、医療材

料の購入価格を全学を挙げて見直す等、費用の削減・在庫の縮減に効果が得られた。  

次年度においては、下水道料金の減免制度の導入に向けて準備を継続して行い、今

年度実施した、北海道内国立大学等との連携による共同調達を発展させ、共同調達が

可能となる分野（役務等）の検討範囲を広げることにより、経費の削減・効率化を図

る方針である。 

外部資金の獲得については、平成２３年度に設置した「教育研究推進センター」が、

その研究支援体制を整えたことにより、既に一定の効果を挙げている。また次年度、

教育研究推進センター内の研究戦略企画委員会に「臨床研究体制強化のための治験支

援センター改組ワーキンググループ」を設置し、企業治験の支援部門である「治験支

援センター」の組織改革を行うことによって、医師主導の臨床研究・医師主導治験に

関する臨床研究計画作成から実施までの切れ目のない支援機能を持たせること、ま

た、臨床研究データを検証し、信頼性の向上を目的とした組織である「臨床研究支援
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センター」に改組することを検討している。また、今年度においては、開学４０周年

記念行事を挙行するに当たって、多額のご寄附を支援いただいたが、今後においても、

学術振興後援資金の募集を継続的に行いながらも、新たな大学基金の企画・立案、募

金活動等を行うために、基金事務部門を新たに設置することを決定している。 

また、自己収入である附属病院収入については、健全な病院運営を行うため、手術

件数の増加や算定加算の積極的取得、診療報酬の請求漏れ防止策を講じる等により、

当事業年度においては計画を達成することができた。次年度に向けては、平成２６年

度診療報酬改定により「機能評価係数Ⅱ」に後発医薬品係数（置換え率）が加えられ

たことから、これまで以上にＤＰＣ分析を進め、使用量の多い薬品を中心に、後発医

薬品への切り替えを積極的に進めていくこととしている。また、旧病院食堂跡地を有

効活用するため、外来へと改修することを決定しており、これにより受入患者数の増

と、より一層の機能強化を予定している。 

今年度の結果を踏まえ、次年度における対応策を上記のとおり計画しているが、本

学は、国立大学法人化以前のものも含め、巨額の借入金償還負担が重く圧し掛かって

おり、医師をはじめ全職員の不断の努力により、医業収入を増やし続けてはいるもの

の、高度な医療にふさわしい医療機器の更新など、その努力に報いる資源配分が十分

にできていない状況にあるのも事実である。次年度においては病院のみならず、キャ

ンパスマスタープランに基づく図書館の改修が行われるため、それに伴う設備・備品

の購入、消費税増税、光熱水費の上昇等と懸念される課題が山積している。 

何よりも、地域医療を担う国立大学法人として、あらゆる増収策や経費節減に努め

ているところであるが、このような経営努力にも自ずと限界があり、次年度の財政運

営においても、本学に課せられた使命を果たすには、引き続き厳しい状況が予想され

る。国からの財政支援なくしては、地域医療の崩壊に繋がりかねない状況であるが、

関係各位のご理解を賜りつつ、学長のリーダーシップの下、教職員一丸となって、教

育･研究･診療活動の充実･発展のために、更なる業務運営の改善･効率化を進めるとと

もに、外部資金の獲得や自己収入の更なる増収、一層の経費抑制･削減、コスト意識

の高揚など、財務内容の改善を図って参りたい。 

 

 

 

 

 

「Ⅴ その他事業に関する事項」 

１．予算、収支計画及び資金計画 

(1)．予算 

決算報告書参照

（http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/kessan25.pdf） 

 (2)．収支計画 

年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照 

（年度計画：http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/mokuhyou/25nendo.pdf） 

（財務諸表：http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/zaimu25.pdf） 
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 (3)．資金計画 

年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照 

（年度計画：http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/mokuhyou/25nendo.pdf） 

（財務諸表：http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/zaimu/zaimu25.pdf） 

 

 

２．短期借入れの概要 

 平成２５年度においては該当なし。 

 

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 期首残高 
交付金当 
期交付金 

当期振替額 

期末残高 
運営費交 
付金収益 

資産見返運

営費交付金 
資本 

剰余金 
小計 

２４年度  315 －  231 84 －  315 －  

２５年度  －  5,172 4,807 92 －  4,899 273 

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

平成２４年度交付分 

（単位：百万円） 

区   分 金  額 内      訳 

費用進行基

準による振

替額  

運営費交付

金収益  

315 

①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、復興関連事業  

②当該業務に係る損益等  

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額 231 

 (人件費： 202、備品費 :6、役務費 :3、その他の経費 :19) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額： 0 

 ｳ)固定資産の取得額： 84 

③運営費交付金の振替額の積算根拠  

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 231 百万円を収益

化。  

 

合計  315  

 

平成２５年度交付分 

（単位：百万円） 

区   分 金  額 内      訳 

業務達成基

準による振

替額  

運 営 費 交 付

金収益 
95 ①業務達成基準を採用した事業等：被災住民や平時の在宅患者

等を対象とした「 24 時間遠隔医療管理システム」の研究開発、

移転費、建物新営設備費  

②当該業務に関する損益等  

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額： 95 
 (備品費 :79、役務費 :14、その他の経費 :2) 

資 産 見 返 運

営費交付金 
92 

資本剰余金        0 
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計  
 

  187 
 ｲ)自己収入に係る収益計上額： 0 
 ｳ)固定資産の取得額： 92 
③運営費交付金の振替額の積算根拠  
 被災住民や平時の在宅患者等を対象とした「 24時間遠隔医療

管理システム」の研究開発については、計画に対する達成率が

100％であったため、当該業務に係る運営費交付金債務 155百万

円のうち、 92百万円を資産見返とし、 63百万円を収益化。  

 移転費、建物新営設備費については、計画に対する達成率が

100％であったため、当該業務に係る運営費交付金債務 32百万

円を全額収益化。  

期間進行基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 
4,477 ①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進行

基準を採用した業務以外の全ての業務  

②当該業務に関する損益等  

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額： 4,477(人件費： 4,477) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額： 0 

 ｳ)固定資産の取得額： 0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠  

 学生収容定員が一定数（ 90％）を満たしていたため、期間進

行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。  

資 産 見 返 運

営費交付金 
0 

資本剰余金        0 

 
計  

 
4,477 

費用進行基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 
235 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、移転費、建物新

営設備費  

②当該業務に係る損益等  

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額： 235 

(人件費： 204、備品費 11、役務費 :20) 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額： 0 

資産見返運

営費交付金 0 

 資本剰余金 0 
 ｳ)固定資産の取得額： 0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠  

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 235百万円を収益

化。 

 

計  
 

235 

国立大学法

人会計基準

第 78第３項

による振替

額  

  
 

0 

 
 
該当なし  

合計 4,899  

 

 

（３）運営費交付金債務残高の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高  残高の発生理由及び収益化等の計画  

25年度  業務達成基準

を採用した業

務に係る分 

 
0 

 

該当なし  

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 

 
0 

 

該当なし  

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 
273 

退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定で

ある。  

計  273  
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（別紙） 

■財務諸表の科目 

１．貸借対照表 

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用す

る有形の固定資産。  

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画

に比して著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産

の価額を回収可能サービス価額まで減少させる会計処理）により資産の価額を減少

させた累計額。 

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。  

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。 

その他の固定資産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（投資有価証

券等）が該当。 

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金

及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。 

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、

たな卸資産等が該当。 

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借

対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された

資産見返負債については、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返

負債から資産見返戻入（収益科目）に振り替える。 

センター債務負担金：旧国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営

センターが承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負担すること

とされた相当額。 

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、

PFI 債務、長期リース債務等が該当。  

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上する

もの。退職給付引当金等が該当。  

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。  

政府出資金：国からの出資相当額。  

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産 (建物等)等の相当額。 

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。  

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。  

 

２．損益計算書 

業 務 費：国立大学法人等の業務に要した経費。  

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。  

診療経費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要した  

経費。  
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教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、 

法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている 

施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営 

に要する経費。 

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。  

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。  

財務費用：支払利息等。 

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。  

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。  

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。  

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。  

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利  

益）のうち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認さ  

れた額のことであるが、それから取り崩しを行った額。  

 

３．キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に

係る資金の収支状況を表す。  

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による

収入・支出等の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金

の収支状況を表す。  

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発

行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金

の収支状況を表す。  

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。  

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の

税財源により負担すべきコスト。 

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。  

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産の減価償却費相当額。 

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったに

もかかわらず生じた減損損失相当額。 

損益外利息費用相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産に係る資産除去債務についての時の経過による調整額。 

損益外除売却差額相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の

獲得が予定されない資産を売却や除去した場合における帳簿価額との差額相当額。  
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引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められ

る場合の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当

事業年度における引当外賞与引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。  

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かと認められる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上

（当事業年度における引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。  

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸し

た場合の本来負担すべき金額等。  

 


